
 

 

 
１．計画の目的等 

【目 的】安全・安心なまちづくりを推進するために、住宅や特定建築物の耐震化率の目標を９０％とし、

その目標達成のために必要な施策を定める「豊田市建築物耐震改修促進計画」を策定し、計画的に

耐震化を促進していきます。 

【区 域】計画の対象区域は市の全域とします。 

【期 間】計画期間は、平成２０年度から平成２７年度までとします。 

２．対象とする建築物 

(注 1)耐震改修促進法に基づく一定規模以上の学校、病院、店

舗、事務所、工場、劇場、ホテル等 

 

(注 2)地震発生時に通行を確保すべき道路とは、「愛知県が定め

る第１次・第２次緊急輸送道路、豊田市地域防災計画で

定める豊田市指定緊急輸送道路および、これらから広域

避難地を結ぶ最短の道路」と定めます。 

３．耐震化の基本的な進め方 

住宅・建築物の耐震化は、個々の建物所有者に自主的・積極的に取り組んでいただく必要がありますが、地

域防災力の向上の観点からは、地域内の建築物の耐震化率向上による地震に強い地域づくりの推進も必要にな

ってきます。各地域の現状に応じた地震に強い地域づくりには、地域会議や自治区をはじめとした各種団体の

取り組みが重要になり、市民や地域の各種団体と市の共働で進めていきます。 

豊田市は市所有の建築物の耐震化を進めるとともに、市民や地域の各種団体による耐震化の取り組みをでき

る限り支援する観点から、負担軽減のための補助制度による支援や耐震化を行いやすい環境整備に取組みます。

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物について 

地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物について 

当該特定建築物の所有者等に、指導・助言による耐震化を促進していきます。 

豊 田 市 建 築 物 耐 震 改 修 促 進 計 画 の 概 要 

対象建築物 

住 宅 全ての住宅 ①

多数の者が利用する建築物 ②

危険物の貯蔵場又は処理場

の用途に供する建築物 
③
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地震発生時に通行を確保す

べき道路沿道の建築物 
④

目標達成のため、以下のような施策により耐震化を促進します 

≪補助制度等≫ （裏面資料参照） 

○ 耐震診断支援制度 

･木造住宅無料耐震診断 

・非木造住宅・特定建築物耐震診断費補助(新) 

○ 耐震改修工事等支援制度 

･木造住宅耐震改修費等補助（計画費、解体費含む）

･非木造住宅・特定建築物耐震改修設計費補助(新) 

・非木造住宅・特定建築物耐震改修費補助(新) 

 

(新)は、平成２０年度に新設の予定。 

≪耐震改修工事に取り組みやすい環境の整備≫ 

○ 耐震改修工事について、事前に相談できる仕組み

を整備します。 

○ 木造住宅耐震改修事例集を作成し、活用します。

○ 低コスト耐震化工法の普及推進を検討します。 

 

≪地域における耐震診断の取り組みの促進≫ 

○ 重点区域(注 3)を定め、耐震診断ローラー作戦

(注 4)など直接地域へ働きかける普及・啓発活

動を、優先的に実施します。 

○ 重点区域以外においても、古い建物が一定割合

以上の区域を「特に地域ぐるみで耐震化に取り

組むべき区域」と定め、耐震化の啓発を区域ご

とに行います。 

≪耐震診断の普及・啓発≫ 

○ 地震防災マップを活用します。 

○ インターネットにより情報提供します。 

○ 耐震診断ローラー作戦(注 4)を、順次行ってい

きます。 

○ 建築関係団体と連携して啓発を行います。 

(注 3)都市部における古い木造建物が一定割合以上

であり、延焼の危険性が高い区域。 

(注 4)各自治区単位で、全ての耐震診断対象住宅の

所有者に対して耐震診断の啓発を行います。 

      

居住世帯のある住宅（木造・非木造） 

全戸数 137,500 戸 耐震化率７７％ 

 

全戸数 148,600 戸（推計)  耐震化率  ９０％

 

○ 耐震化率とは、耐震性を満たす住宅（戸）・建築物（棟）の割合：（昭和 57 年以降に建築＋昭和 56 年以前の建築で耐震性ありのもの）／全ての住宅（戸）・建築物（棟） 

４．耐震化を促進するための方策 

１ 

 多数の者が利用する建築物 

対象建築物全体の耐震化率 ７４％ 

公共の建築物 耐震化率 ９３％ 

民間の建築物 耐震化率 ６４％ 

 

 

多数の者が利用する建築物 

対象建築物全体の耐震化率   ９０％  

公共の建築物 耐震化率  １００％  

民間の建築物 耐震化率   ８５％  

 

住宅の耐震化目標  多数の者が利用する建築物の耐震化目標  

現況 現況 耐震化率の目標〔平成 27 年度〕 耐震化率の目標〔平成 27 年度〕

住宅 ①全ての住宅 

②多数の者が利用する建築物(注 1) 

③危険物の貯蔵場又は処理場の用

途に供する建築物 
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④地震発生時に通行を確保すべき

道路(注 2)沿道の建築物 

中央防災会議の「建築物の耐震化緊急対策方針」（平成 17 年 9 月）を受け、平成 18 年 1 月 26 日に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）第５条第７項に基づき、

国の方針及び愛知県建築物耐震改修促進計画を勘案して策定します。 

≪特定建築物の指導等≫ 

 

計画の進捗の

確認、見直し。 

豊田市は特定建築物の耐震化の状況を個別に

把握し、必要に応じて耐震改修促進法第７条

による指導・助言、指示、公表を行います。 

豊田市は耐震化が進まない特定建築物の

所有者に対し、必要に応じて建築基準法第

10 条による勧告・命令を行います。 

耐震性がない 

住戸数 31,600 戸 

促 進 計 画 期 間 

① 平成 27年度 

平成 19年度 耐震性ありの住戸数 105,900 戸 耐震化率 約７７％ 

耐震性ありの住戸数 105,900 戸 （集計した耐震化率 ９０％） ③② 

② 建替え・改修が必要な住戸数   16,800 戸 

（うち約 1,600 戸を、改修費補助及び解体費補助により

耐震化を促進） 

③ 増加する住戸数          11,100 戸 

① 残存未耐震化住戸数 14,800 戸 

防災上重要な施設等の特定建築物を優先的に、その他の特定建築物も着実に耐震化を推進していきます。

２

３

４ 耐震化率の目標〔平成 27 年度〕

  ９０％  

H27 年度H23年度 H20 年度


